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第９章 第４章から第８章までに掲げる事業及び措置の総合的かつ
一体的推進に関する事項 

９-１ 市の推進体制（静岡市まちづくり推進本部） 
 

（１） 概要                                              

静岡市は、中心市街地活性化を推進する体制として、関連事業を所管する関係部

局を統括する「静岡市まちづくり推進本部」（本部長：副市長 本部員：関係各部

長等）をＨ19 に設置している。これは、将来の都市構造を踏まえた静岡・清水両

都心のまちづくりに係る計画（静岡市中心市街地活性化基本計画、静岡市都心地区

まちづくり戦略（Ｈ22策定済））の策定段階における検討と、策定後の計画推進を

図るものである。 

そのうち特に、中心市街地活性化基本計画に係る調査・調整を行う「中心市街地

活性化部会」（部会長：商工部長 部会員：関係各課長）、資料の収集・作成、関係

施策の調整を行う「連絡会」（連絡会委員：関係各課長が指名した担当者）を、本

部の下部組織として設置している。 
 

【静岡市まちづくり推進本部員】 

経済局及び都市局の事務を
担任する副市長 

財政局税務部長 経済局農林水産部長 

経済局長 市民局次長 都市局都市計画部長 

都市局長 観光交流文化局次長 都市局建築部長 

総務局次長 環境局次長 建設局土木部長 

総務局危機管理統括監 保健福祉局福祉部長 建設局道路部長 

企画局次長 子ども未来局次長 上下水道局水道部長 

財政局財政部長 経済局商工部長 上下水道局下水道部長 
 

【中心市街地活性化部会員】 

商工部長 スポーツ振興課長 市街地整備課長 

行政管理課長 環境創造課長 清水駅周辺整備課長 

危機管理総室長 福祉総務課長 緑地政策課長 

企画課長 子ども未来課長 公園整備課長 

財政課長 こども園課長 建築総務課長 

税制課長 産業政策課長 土木管理課長 

男女参画・多文化共生課長 産業振興課長 道路保全課長 

生活安心安全課長 商業労政課長 警防課長 

家康公四百年祭事業推進本
部次長 

清水港振興課長 

 

水道総務課長 

 

シティプロモーション課長 農業政策課長 下水道維持課長 

観光交流課長 水産漁港課長 教育施設課長 

歴史文化課長 都市計画課長  

文化振興課長 交通政策課長  
 

【連絡会員】 ※各課長が指名した担当者 

行政管理課 環境創造課 清水駅周辺整備課 

危機管理総室 福祉総務課 緑地政策課 

企画課 子ども未来課 公園整備課 

財政課 こども園課 建築総務課 
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税制課 産業政策課 建設政策課 

男女参画・多文化共生課 産業振興課 土木管理課 

生活安心安全課 商業労政課 道路計画課 

家康公四百年祭事業 

推進本部 
清水港振興課 道路保全課 

シティプロモーション課 農業政策課 警防課 

観光交流課 水産漁港課 水道総務課 

歴史文化課 都市計画課 下水道計画課 

文化振興課 交通政策課 下水道維持課 

スポーツ振興課 市街地整備課 教育施設課 

 

（２） 開催状況                                           

本計画策定に向け、（１）に記載した本部・部会・連絡会や、市の政策推進や都

市経営に関して市長の意思決定を要する重要なものについて協議する「経営会議

や」、市の重要施策の方向性を協議する「重要政策検討会議」、関係者会議等を次の

とおり開催した。 

① 平成25年度第15回重要政策検討会議（平成25年11月20日） 

・本計画策定方針について 

② 第２期中心市街地活性化基本計画関係担当者会議（平成26年７月８日） 

・前計画（静岡地区・清水地区）最終フォローアップの内容について 

・本計画骨子案について 

③ 平成26年度第17回重要政策検討会議（平成26年12月24日） 

・本計画策定及び内閣総理大臣認定申請方針について 

④ 本計画策定に向けた関係課長・担当者会議（平成26年12月25日） 

・本計画骨子案について 

・本計画搭載候補事業案について 

⑤ 第１回静岡市まちづくり推進本部中心市街地活性化部会・連絡会合同会議（平

成27年４月24日） 

・本計画骨子案について 

・本計画搭載候補事業案について 

⑥ 第２回静岡市まちづくり推進本部中心市街地活性化部会・連絡会合同会議（平

成27年７月15日） 

・本計画案について 

⑦ 第１回静岡市まちづくり推進本部（平成27年８月５日） 

・本計画案について 

⑧ 第３回静岡市まちづくり推進本部中心市街地活性化部会・連絡会合同会議（平

成27年10月16日） 

・本計画案について 

⑨ 第２回静岡市まちづくり推進本部（平成27年11月２日） 

・本計画案について 

⑩ 平成27年度第15回経営会議（平成27年12月16日） 

・本計画案について 
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９-２ 中心市街地活性化協議会に関する事項 

 

（１） 概要                                              

前計画策定にあたっては、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、２地

区それぞれに「静岡市静岡中心市街地活性化協議会」「静岡市清水中心市街地活性

化協議会」をＨ19に設置し、前計画の策定・推進・フォローアップ等を実施した。 

本計画策定にあたっては、多様な主体が活発に議論を交わし、相互に連携し、共

通の理念のもとに主体的・積極的な取り組みが行われるよう、２地区の中心市街地

活性化協議会を発展的に再編し「静岡市中心市街地活性化検討協議会」（会長：静

岡商工会議所専務理事）をＨ26 に設置した。同協議会は、２地区それぞれを担当

する委員を定め（２地区兼任有り）、地区ごと又は合同で会議を開催している。 

 

【静岡市中心市街地活性化検討協議会委員（Ｈ27年７月１日現在）】※敬称略 

区 分 
担当 

団体・事業所名 役職名 氏 名 
静 清 

経済活力向上 ○ ○ 静岡商工会議所 専務理事 
熱川 裕 

※会長 

都市機能向上 ○ ○ 公益財団法人 静岡市まちづくり公社 常務理事 
小長谷 淳 

※副会長 

商業振興 

○  静岡市中央商店街連合会 会 長 服部 功 

○  ㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店 店 長 小山 真人 

○  ㈱静岡伊勢丹 代表取締役社長 雨宮 潔 

 ○ 静岡市清水商店街連盟 会 長 佐藤 嘉洋 

 ○ ㈱ドリームプラザ 代表取締役社長 大井 一郎 

 ○ 清水河岸の市協同組合 代表理事 深澤 寿昭 

交  通 ○ ○ 静岡鉄道㈱ 常務取締役 大杉 淳 

港  湾  ○ 静岡県清水港管理局 局 長 藤浪 哲也 

観  光 ○ ○ 公益財団法人静岡観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 専務理事 斎藤 誠 

地域経済 
○  静岡商工会議所シーズネットワーク 直前会長 宮城 展代 

 ○ 静岡商工会議所青年部 （ＯＢ会） 幹 事 大川 美代子 

学識経験者 

○ ○ 一般社団法人 IKIGAIプロジェクト 理 事 百瀬 伸夫 

○ 
 
国立大学法人静岡大学 

学生支援ｾﾝﾀｰｷｬﾘｱ 
ｻﾎﾟｰﾄ部門准教授 

宇賀田 栄次 

○  学校法人常葉学園 常務理事兼事務局長 木宮 岳志 

○  常葉大学 法学部講師 小川 祐之 

 ○ 横浜国立大学 
地域実践教育研究 

ｾﾝﾀｰ准教授 
志村 真紀 

まちづくり主体 

○  I Love しずおか協議会 幹事長 村松 重治 

○  御伝鷹まちづくり㈱ 代表取締役 関川 清明 

 ○ 企業組合コーデックス 代表理事 石崎 哲也 

 ○ 静岡市清水文化会館マリナート ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 若月 均 

行  政 

○ ○ 静岡市 経済局 
経済局次長兼 

商工部長 
鈴木 俊之 

○ ○ 静岡市 都市局 
都市局次長兼 

都市計画部長 
林 裕司 
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【静岡市中心市街地活性化検討協議会規約】※Ｈ28改正予定 

静岡市中心市街地活性化検討協議会 規約 

（協議会の設置） 

第 １ 条 静岡商工会議所および公益財団法人静岡市まちづくり公社は、中心市街地の活性化に資す

るため、共同で中心市街地活性化検討協議会を設置する。 

（名 称） 

第 ２ 条 本会は「静岡市中心市街地活性化検討協議会」（以下、協議会という）と称する。 

（目 的） 

第 ３ 条 協議会は、静岡市が作成しようとする第２期静岡市中心市街地活性化基本計画（仮称）並び

にその実施に関して必要な事項、そのほか中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に

寄与することを目的とする。 

（活 動） 

第 ４ 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）第２期静岡市中心市街地活性化基本計画（仮称）の作成に関する意見集約および必要な

事項についての提案 

（２）中心市街地活性化に関する意見交換および情報交換 

（３）中心市街地活性化に関する研修会、勉強会等の開催 

（４）民間事業者が国の認定・支援を受けようとする事業計画に関する協議 

（５）前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に関して必

要な事項 

（構成員） 

第 ５ 条 協議会は、次の者をもって構成する。 

（１）静岡商工会議所 

（２）公益財団法人静岡市まちづくり公社 

（３）静岡市 

（４）前各号に掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者 

２ 協議会の運営について助言を得るため、オブザーバーを置くことができる。 

（組 織） 

第 ６ 条 協議会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織する。 

２ 協議会の目的を達成するため、静岡地区、清水地区それぞれに検討協議会を設置する。 

３ 必要に応じて、幹事会やワーキンググループ等を設置することができる。 

（委 員） 

第 ７ 条 委員は、第５条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。 

（役 員） 

第 ８ 条 協議会に会長、副会長、監事を置き、委員の中から選任する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長および監事は会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

５ 監事は会計状況を監査する。 

   ６ 各地区別検討協議会の役員選任もこれに準ずる。 

（任 期） 

第 ９ 条 会長、副会長、委員および監事の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 前項に掲げる任期中に変更が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

（会 議） 

第１０条 協議会の会議（以下、「会議」という）は、会長が召集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数を持ってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

（会 計） 

第１１条 協議会の収入は、負担金、補助金およびその他の収入による。 
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２ 協議会の支出は、会議費、調査費、通信費、事務費、そのほか運営に要する 

経費とする。 

３ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

（事務局） 

第１２条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局の運営に必要な事項は、静岡商工会議所が処理する。 

（補 則） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決

める。 

附 則 

１ この規約は、平成 26年７月 23日から施行する。 

２ この規約は、協議会が所掌事務の処理を完了した日限りでその効力を失う。 

 

 

（２） 開催状況                                           

本計画策定に向け、同協議会を次のとおり開催した。 

① 平成 26年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年７月 23日） 

・会長・副会長選任 

・前計画（静岡地区・清水地区）最終フォローアップの内容について 

・本計画骨子案について 

② 平成 26年度第２回清水地区会議（平成 26年 10月 24日） 

・本計画骨子案について 

③ 平成 26年度第２回静岡地区会議（平成 26年 10月 27日） 

・本計画骨子案について 

④ 平成 26年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年 12月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑤ 平成 26年度第４回静岡地区会議（平成 27年１月 28日） 

・本計画骨子案について 

⑥ 平成 26年度第４回清水地区会議（平成 27年１月 30日） 

・本計画骨子案について 

⑦ 平成 26年度第５回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年３月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑧ 平成 27年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年５月 13日） 

・本計画案について 

⑨ 平成 27年度第２回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年７月 17日） 

・本計画案について 

⑩ 平成 27年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年 10月 20日） 

・本計画案について 

・本計画案への意見について 
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（３） 本計画に対する意見                                    

静岡市は、同協議会から本計画に対する意見を、次のとおり受けた（平成27年

10月29日付 静商中発第110号）。 

 

① 意見要旨                               

「本計画は、２地区の全般的活力が減退傾向にある状況の中で、同協議会委員

から出された意見・要望等を踏まえつつ、各地区の特色・課題に応じた活性

化の方向性が明確に示されている。本計画に基づく取り組みを実施すること

によって、静岡市中心市街地の活性化が着実に図られることが見込まれるこ

とから、本計画は適切であると判断する」 

 

② 付帯事項要旨                             

■「本計画の期間・区域にとどまらず取り組むべき大きな課題を踏まえた中長期

的・広域的な視点を保持しつつ、本計画を推進すること」 

■「本計画の定期フォローアップ実施に際し、より実効性の高い施策・事業推進

等を図るため、同協議会とも情報共有・連携を図ること」 

■「同協議会は、今後も静岡市中心市街地の活性化に尽力する。静岡市は、同協

議会をはじめとした関係団体等との連携を密にし、中心市街地・市全域の発

展に向けた施策推進を図ること」 
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【本計画に対する静岡市中心市街地活性化検討協議会からの意見書】 
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９-３ 基本計画に基づく事業及び措置の一体的な推進等（中心市街地活性

化に向けた地域ぐるみの取り組み） 

中心市街地活性化の実現を図るためには、計画策定段階から事業実施に至る全体

の過程において、市民・事業者等様々な主体の理解・参加・協力を得て、広く地域

ぐるみで取り組むことが重要である。その一環として、次の取組みを実施した。 

 

（１） 計画案への市民参画                                   

① パブリックコメントの実施                       

概  要：本計画案に対する市民意見を聴取（静岡市市民参画の推進に関する

条例・同施行規則に基づき実施） 

実施期間：平成27年９月１日～10月１日 

提出意見：38件 

 

提出意見への対応内容 ※表中(１)～(３)内の各意見の登載は受理順による 

№ 意見要旨 対応 

（１）計画骨子・体系について 

１ 

持続可能なまちづくりを推進すべ

き。地産地消、資源回収とリサイク

ル、自然エネルギー推進などに取り

組むべき。 

本計画案においては、ご意見のように、持続可能で

住みやすいまちづくりを推進します。ご意見にある各

種取り組みについては、市全域を対象とした各分野施

策との調整を図りつつ、参考とさせていただきます。 

２ 

①まちなか居住推進のターゲット

は？そのライフスタイルに合うよ

うな施策推進をすべき。 

②必ずしも中心市街地区域内でなく

とも、例えば徒歩 15 分圏域等を

設定し、居住者増加を図るべき。 

①明確なターゲットは定めていませんが、本市全体の

人口減少や高齢化、中心市街地区域内の単身世帯化

等を鑑みた施策推進を要すると考えます。 

②本計画案においては、区域を定めた上で、まちなか

居住者の増加を図りますが、中心市街地活性化を推

進し生活利便性を高めることで、ご意見のように、

中心市街地隣接地や市内周辺部における居住者の

増加が図られる効果も促します。 

３ 

①政令市に移行すれば、事業所が増

加すると聞いていたが、実際には

減少している。政令市となり事業

所は増加したが、それ以上に減少

数が多かったのか？それらが廃

業・移転した理由は？ 

②リニア新幹線が整備されれば、大

都市圏が形成される。静岡市は大

都市に奉公し、背伸びをした街で

はなく、持続可能で住みやすい街

を目指すべきである。 

①政令市移行に起因する事業所の増加数や、廃業・移

転理由は把握しておりません。 

②本計画案においては、ご意見のように、目指し得る

実現可能な目標設定をした上で、持続可能で住みや

すいまちづくりを推進します。 

４ 

ネット通販が更に普及する新たな

時代に対する計画としては、パワ

ー・戦略不足である。民間活力を引

き出す活性化手法や、よりダイナミ

ックな人材開発、静岡でしか出来な

い新たな商業環境を勃興させるまち

づくりの手法等が望まれる。 

 本計画案においては、民間活力、既存の都市ストッ

ク、新たな機会等を最大限に活用することを前提とし

ていますが、案にはその旨を記載しておりませんでし

た。改めてその旨を本文「１-６ 中心市街地活性化に

向けた基本方針」の前文に明記します。また、人材開

発や商業再興に向け、静岡地区・清水地区ともに、「今

日～未来のまちを担う人材・団体の活躍」や「特徴あ

る商業空間の形成」を中軸施策と位置付け、重点的に

推進するところです。 
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５ 

①コンパクトシティ推進はすばらし

い施策であり、今後も継続すべき。 

②東静岡の市有地は、若者の集客を

図る場として活用すべき。 

①本計画案においては、「コンパクトシティの実現」

の推進を図ります。 

②東静岡における施策推進・個別事業の内容は、本計

画の対象ではありません。 

６ 

清水区民はドリプラにも行くが、

電車の便が良いため、静岡地区に行

くことも多く、客が清水地区から流

出していると懸念される。 

本計画においては、静岡地区・清水地区それぞれの

特色に応じた活性化を推進し、連携を図ることで、２

地区間の双方向の往来を促進します。 

７ 

計画案は、もう少しシンプルでも

良い。目玉施策をピックアップし前

面に出す等、印象を与える工夫をす

べき。 

本計画案は、内閣府のマニュアルに基づき作成して

います。多岐にわたる施策のうち、特に重要なものを

「中軸施策」と位置付け、重点的な取り組みを明確化

しています。また、計画策定後、重点事業等を記載し

た概要版パンフレットを作成する予定です。 

８ 

２つの地区の活性化を推進するに

は、各地区の繋がりが大切である。 

本計画案においては、静岡地区・清水地区を一体の

区域と捉え、各地区の特色に応じた役割分担を図った

上で、連携を推進します。 
  

（２）個別施策・事業について  

９ 

静岡地区の主要各所で地場産品を

扱う青空市を定期開催し、三保松原

や久能山東照宮等を巡るバスツアー

に組み込んでもらってはどうか。 

本計画案においては、静岡地区において「特徴ある

商業空間の形成」を重点的に推進し、また、隣接する

観光地等との連携も図ります。ご意見の事業につきま

しては、参考とさせていただきます。 

10 

清水地区の隣接地で整備が検討さ

れている火力発電所は、環境やにぎ

わい創出に影響を与えかねない。観

光機能の強化を図るのであれば、火

力発電所の位置はもっと北側とすべ

き。 

当該事業者に対し、環境アセスメント調査等に基づ

く適切な対応を図るようお願いをしているところで

す。 

11 

西友清水店跡に何ができるか大変

関心がある。桜ヶ丘病院が移転すれ

ば、毎日多くの患者・お見舞いの人

が来街し、まちなか居住者も便利と

なる。 

本計画案においては、医療を含めた様々な都市機能

を中心市街地に集積する「コンパクトシティの実現」

を推進します。一般的に、総合病院が中心市街地にあ

ることは、にぎわい創出において有利であると言われ

ており、ご意見のとおりとなれば、その効果が期待さ

れます。該当地は民間の土地であり、参考とさせてい

ただきます。 

12 

①中心市街地の徒歩回遊を推進すれ

ば、車の流れが変わる。その影響

を鑑み、全市的な交通体系の見直

しを要する。バスや電車の路線延

長も要するのではないか。 

②中心市街地の魅力が高まると、車

の流入が増え、交通渋滞・駐車場

問題が生じるため注意を要する。 

①参考とさせていただきます。 

②本計画案においては、誰もが「らくらく」と来街・

回遊できる環境の整備を目標としており、その一環

としてマイカーによる来街環境の整備も図ります。 

13 

静岡地区の建物の老朽化が進展し

ており、震災等への備えを要する。 

本計画案においては、中長期的課題である「街区の

作り替え」を見据えた上で、中心市街地の街並み・建

物については、「防災・安全」とあわせ「都市的機能」

「景観」「憩い」など、 様々な観点を一体的に踏まえ、

将来のあり方を官民関係者で検討・共有し、市街地の

更新など適切な対応策を進めていきたいと考えてい

ます。 

14 

中心市街地はコンビニやドラッグ

ストアばかりになった。個性的な店

がたくさん欲しい。 

本計画案においては、静岡地区・清水地区ともに「特

色ある商業空間の形成」を重点的に推進します。 

15 車いす利用者です。中心市街地は 本計画案においては、誰もが「らくらく」と移動・
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バリアフリー化がされておらず、自

転車も多く止まっているため行きに

くいので改善して欲しい。 

回遊できる環境の整備を目標としており、その一環と

してバリアフリー環境の推進を図ります。 

16 

交流人口の受皿となる宿泊施設を

整備すべき。清水駅周辺で、まちな

か居住者の日常生活を支える商業施

設を整備すべき。 

本計画案においては、清水地区では「観光」を最重

点機能と位置付け、その充足を重点的に推進します。

また、「清水の特徴ある商業空間の形成」を中軸施策

と位置付け、観光商業の充実に加え、日常的買物環境

の再生を図ります。特に清水駅周辺の大規模小売店舗

（西友清水店）跡においては、地域からはスーパーマ

ーケットの出店を希望する声があります。同跡におい

て大型商業施設の整備が計画された場合には、「大規

模小売店舗立地法の特例区域（手続きの簡素化）の指

定」を適用し、民間事業者による商業振興・にぎわい

創出を支援します。 

17 

七間町の映画館群がセノバに移転

し、便利にはなったが、昔は良く行

っていた七間町に行かなくなってし

まった。 

七間町エリアにおいては、従前の映画鑑賞以外の来

街機会創出に向け、商業店舗・保育園・マンションを

備えた静岡七間町地区優良建築物等整備事業や、市上

下水道局の移転、静岡市文化・クリエイティブ産業振

興センター、鈴木学園中央調理製菓専門学校等の整備

に加え、公共空地を活用したソフト事業等を実施しま

す。 

18 

パルコ・109周辺の駐輪禁止区域

に自転車が多数駐輪されている。利

用者マナーに問題もあるが、近くに

駐輪場が無いことも原因と思われ、

近隣に駐輪場を整備すべき。 

本計画案においては、「徒歩・自転車での回遊性の

向上」を重点的に推進します。ご意見の事業につきま

しては、参考とさせていただきます。 

19 

各公共交通の最終便の時間を遅ら

せれば、来街者の滞在時間が伸び、

その分お金を使ってくれるのではな

いか。その実施可能性を、各交通事

業者と協議すべき。 

本計画案においては、来街者の滞在時間の延伸を目

指し、特に清水地区においては数値指標として設定し

ています。ご意見の取り組みにつきましては、参考と

させていただきます。 

20 

清水港ウォーターフロントを開発

することで、周辺海域等環境への悪

影響が懸念される。環境保全につい

ても記載すべき。 

本計画案においては、清水港ウォーターフロントに

おけるにぎわい創出や回遊性向上等を推進しますが、

環境面への配慮を念頭に港湾管理者等と連携し実施

します。 

21 

清水駅と、観光拠点であるドリプ

ラ等が離れており、その間を安い料

金で移動できる交通手段が必要では

ないか。 

本計画案においては、誰もが「らくらく」と移動・

回遊できる環境の整備を目標としており、その一環と

して公共交通の充実を図ります。ご意見にある区間

は、エスパルスドリームプラザの無料シャトルバスが

運行しており、本計画案でも同事業の実施を推進して

います。 

22 

駿府城公園で「安倍川もち」を売

ってはどうか。静岡駅から久能山東

照宮へシャトルバスを出してはどう

か。 

本計画案においては、静岡地区において「特徴ある

商業空間の形成」を重点的に推進し、また、隣接する

観光地等との連携も図ります。ご意見の事業につきま

しては、参考とさせていただきます。 

23 

中心市街地には125㏄以上のバ

イクを止められる場所が少ない。 

本計画案においては、誰もが「らくらく」と移動・

回遊できる環境の整備を目標としており、あらゆる交

通手段による来街のしやすさの向上を目指します。 

24 

駐輪場の位置や空き情報を発信す

る事業を実施すべき。 

本計画案においては、「徒歩・自転車での回遊性の

向上」を重点的に推進します。ご意見の事業につきま

しては、参考とさせていただきます。 

25 

歴史文化施設を整備する必要性を

感じない。既存の遺産を保護すれば

足りる。活性化を推進するならば、

本市第３次総合計画では、目指す都市像として「歴

史文化のまち」の実現を掲げています。そのために、

市の歴史的・文化的資源を将来にわたり保存・伝承す
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大型商業施設の整備や、中華街・電

気街などの整備を図った方が良い。 

るとともに、魅力を市内外に発信し、歴史観光を促進

する拠点施設となる歴史文化施設の整備等を実施し

ます。ご意見の取り組みにつきましては、参考とさせ

ていただきます。 

26 

伝統ある鷹匠町のにぎわいが減退

傾向にある。伝統を守りながら、い

かに活性化を推進するかが課題であ

る。 

本計画案においては、静岡地区では「家康公が築い

た歴史文化の活用」を重点的に推進します。鷹匠町に

おいては、家康公が育んだ伝統を活かしつつ、地域の

まちづくり団体（御伝鷹まちづくり株式会社）等によ

る新たな事業を推進し、エリアの特色に応じたにぎわ

い創出を図ります。 

27 

桜の名所づくり事業について。ま

ちなかで花見ができ、イベント等が

開催されれば、様々な年齢層の人が

集まるだろう。 

駿府城公園及び周辺部に桜を1,000本植えること

を目標とした同事業を実施し、地域のにぎわい創出を

図ります。 

28 

清水地区は地域資源活用を柱とし

ているが、清水次郎長は市民もあま

り知らない。地元のことは近過ぎて

見落としがちなため、まずは市民に

向けた事業を実施すべき。 

本計画案においては、清水地区では「清水のタカ

ラ・チカラ（地域資源）の活用」を重点的に推進し、

その一環として清水次郎長を活用したにぎわい創出

も推進します。市外へのＰＲのみならず、市民の皆さ

んへの周知も図ります。 

29 

静岡地区・清水地区を区切らず、

双方で集客を図る仕組みが必要で

は。２地区を往来して運動できるよ

うなイベントが良い。 

本計画案においては、静岡地区・清水地区を一体の

区域と捉え、各地区の特色に応じた役割分担し、連携

を図ることで、２地区間の双方向の往来を促進しま

す。ご意見の事業につきましては、参考とさせていた

だきます。 

30 

駐輪場が利用しづらい。特に追手

町駐輪場はわかりづらく、暗い。短

時間利用者のための無料駐輪場や、

24時間営業の駐輪場が欲しい。駐輪

場マップ等を作成し、駐輪場の利用

を促進し、路上駐輪を減少させるべ

き。 

本計画案においては、「徒歩・自転車での回遊性の

向上」を重点的に推進するところです。ご意見の事業

につきましては、参考とさせていただきます。 

31 

マイカーでの来街がしづらい。駐

車場が不便で、料金が高い。自由に

使える駐車場があれば、多くの年代

の人が気軽に買い物に来ることがで

き、活性化に繋がる。 

本計画案においては、誰もが「らくらく」と移動・

回遊できる環境の整備を目標としており、その一環と

してマイカーによる来街環境の向上も図ります。ご意

見の事業につきましては、参考とさせていただきま

す。 

32 

レンタサイクル事業は便利で良い

が、まずは道路整備を図るべき。 

本計画案においては、「徒歩・自転車での回遊性の

向上」を重点的に推進するところです。ご意見のよう

に、自転車走行空間ネットワークの整備等の事業を実

施します。 

33 

家康公400年事業は、若い世代に

はピンと来ない。何をやっているの

かわからない。 

本計画案においては、静岡地区では「家康公が築い

た歴史文化の活用」を重点的に推進します。ご意見に

ついては、参考とさせていただきます。 

34 

映画館群が撤退し、活力が減退し

ている七間町において、地域有志に

よるにぎわい活動や、商業店舗・保

育園・マンションを備えた静岡七間

町地区優良建築物等整備事業等の整

備が実施される。これらが着実に実

施されるよう、計画の遂行をお願い

したい。 

ご意見の事業実施を含め、本計画案を着実に策定・

遂行し、静岡地区・清水地区中心市街地の活性化を推

進します。 

  

（３）その他  

35 市の庁内関係会議が組織されてい 参考とさせていただきます。 
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るが、形だけでなく、関係課は全力

で取り組んで欲しい。 

36 

本計画案で初めて、中心市街地の

取り組みを知った。それらを知る機

会があると嬉しい。 

中心市街地活性化を含め、市政に関する情報は、市

政情報コーナーや市政出前講座等で閲覧・確認いただ

けます。 

37 

静岡県の人口が減少傾向にある

中、静岡市のにぎわいが創出されれ

ば、県全体の人口も増えると思われ、

期待している。 

参考とさせていただきます。 

38 

清水地区の前計画で整備した事業

を１つしか知らなかった。新しい施

設が整備されたことが周知されれ

ば、もっと利用者が増えるはずでは。 

参考とさせていただきます。 

 

（２） 市民ニーズ・ウォンツの把握                                

① 平成25年度静岡市市民意識調査 

概  要：中心市街地に対する評価・利用状況等、市民意識の基本的な内容を

確認するための調査 

実施主体：静岡市広報課 

実施期間：平成25年７月１日～22日 

調査対象：20歳以上の市民5,000人（無作為抽出） 

調査方法：郵送調査 

回答状況：2,090人回答（回答率41.8％） 

 

② 静岡市中心市街地に関するアンケート調査 

概  要：中心市街地に求められる機能・細かな利用状況、市民意識のより詳

細な内容を確認するための調査 

実施主体：静岡市商業労政課 

実施期間：平成25年10月４日～18日 

調査対象：18歳以上の市民3,000人（無作為抽出） 

調査方法：郵送調査 

回答状況：988人回答（回答率32.9％） 

 

③ 都心にぎわいヒアリング会 

概  要：本計画策定に向け、自由な希望・意見・相談を受ける市民・事業者

向けの個別ヒアリング会の開催（静岡地区、清水地区それぞれ開催） 

【静岡地区】 

開催日：平成27年１月19日（月）19時～21時 

会 場：ＭＩＲＡＩＥリアン会議室１・２ 

参加者：２組 

【清水地区】 

開催日：平成27年１月23日（金）19時～21時 

会 場：静岡市清水産業・情報プラザ研修室２ 

参加者：３組 
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（３） 啓発活動                                           

① 講演会の開催 

概 要：本計画策定に向け、特に商業機能に着目したまちづくりに関する講演

会の開催（静岡地区、清水地区それぞれ開催） 

テーマ：「商業の視点からのまちづくり」 

講 師：一般社団法人 ＩＫＩＧＡＩプロジェクト理事 百瀬伸夫氏 

【静岡地区】 

開催日：平成27年１月15日（木）19時～21時 

会 場：ＭＩＲＡＩＥリアン会議室１・２ 

参加者：市民・事業者等約40名 

【清水地区】 

開催日：平成27年１月21日（水）19時～21時 

会 場：静岡市清水産業・情報プラザ研修室１・２ 

参加者：市民・事業者等約30名 

 

② 勉強会の開催 

概 要：本計画策定及び各種事業の推進に向け、Ｈ26に改正された「中心市  

街地の活性化に関する法律」について、中活協委員や地域の事業主体

等の理解を深める 

テーマ：「中心市街地活性化による地方創生」 

講 師：内閣府地域活性化推進室 参事官補佐 横田清泰氏 

開催日：平成26年12月18日（木）13時45分～15時 

会 場：静岡商工会議所静岡事務所会議室 

参加者：中心市街地活性化検討協議会委員、商店街関係者、事業者等約50名 

 


